
大阪社保協 介護保険学習会
2026年3月6日 国労大阪会館１階ホール＋Zoom
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大阪社会保障推進協議会 介護保険対策委員長
下呂市社会保障推進協議会 会長

日下部 雅喜

介護保険見直し

何が決まって
これから

何が起きるのか



介護の「いま」
介護保険三つの危機
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介護保険の現状

「介護」の4文字熟語
介護心中・介護殺人⇒年間５０～70件

介護退職⇒年間９万～14万人
介護貧乏・介護破産

⇒多大な自己負担
介護難民⇒特養だけでなく在宅でも

介護崩壊
⇒介護現場の人手不足は「絶望的」

介護保険制度は「危機的」状態



介護保険が直面している＜３つの危機＞
―「サービス」と「ヒト」と「おカネ」

①「保険あって介護なし」という 重大な機能不全
第1に、介護保険料を支払っているにも関わらず、制度上の様々な制約によって利用者が必要

なサービスを利用できないという、公的サービスを提供する制度として重大な機能不全に陥って
いることです。

※ 「保険料を納めた人には平等に給付を行うのが保険制度の大前提」「介護
保険は国家的詐欺になりつつあると思えてならない」（堤修三・厚労省元老健局長、
シルバー産業新聞2015年11月10日）

②打開の方向を見い出せない 深刻な担い手不足
第２に、介護現場の人手不足に起因する危機です。このままでは必要な担い手を確保できず、

事業を維持できなくなる事態になりかねません。とりわけ有効求人倍率が14倍を超えて高止
まりしているヘルパーの不足と高齢化は、きわめて深刻です。ケアマネジャー不足を理由とする

事業所の廃業・閉鎖も相次いでいます。処遇改善をはじめ、現時点でそれを打開する有効な施
策は示されていません。

③保険料の支払い困難が招く 財政危機
第３に、物価高騰や年金の切り下げによる高齢者の経済事情が悪化している中で、高齢者

にとって保険料の支払いが限界にきている問題です。このままでは給付の増大に見合った

保険料の設定が困難となる事態が招来しかねません。それを回避しようと思えば、いまの

政府のやり方では給付の徹底的な削減で保険料を抑えるしかなく、「制度残って介護な
し」ともいうべき事態が生じかねません。



自治体首長97％
介護保険に危機感

共同通信社が全国の都道府県知事と
市区町村長に実施したアンケートで、
介護保険サービスの提供体制の持続に
危機感を抱く首長が９７％に上った。
理由は、現場の人手不足や費用の膨張
が目立った。国や利用者などの負担引
き上げを検討すべきだとの回答は８
５％を占めた。２０００年度に介護保
険制度が始まってから２５年。団塊の
世代が７５歳以上の後期高齢者になる
中、介護サービスの維持に向けた抜本
的な改革が必要となりそうだ。

調査は６～７月、４７都道府県知事
と１７４１市区町村長にインターネッ
トを通じて行い、９６％に当たる１７
２３人から回答を得た。３０日までに
集計した。質問は複数回答可を含む選
択式や、自由記述で構成した。



相次ぐ給付削減と負担増 
―利用しづらい・利用できない制度へ

介護保険は、介護保険料、自治体の事業計画、事業所に支払われる介護報
酬の3つが3年ごとに改定される、3年を一期として運用される制度です。それ
に加えて介護保険法が定期的に「改正」されます。第4期まで「改正」は6年
に一度でしたが、第5期以降（第2次安倍政権以降）は3年に一度行われ、矢継
ぎ早に負担と給付の見直しが実施されてきました。



低く固定化された介護報酬 
―事業所の経営難が続く

介護報酬改定の経過－厳しい改定続く

介護保険スタート以降、介護報酬は低く据え置かれ続けてきました。
2003、2006年の2％を超える連続マイナス改定を皮切りに、2015年改定では
基本報酬が全体で4％以上引き下げられました。



２０２４年度 
―訪問介護基本報酬の引き下げ

訪問介護の危機は「介護崩壊」の始まり

2024年度介護報酬改定は、１．５９％と全体として不十分な引き
上げにとどまる中、政府は訪問介護基本報酬の引き下げを強
行。改定によって訪問介護事業所の倒産と廃業が加速し、
2024年の倒産数は81件、休廃業・解散数と合わせると529件と
いずれも過去最多となりました）。



引き下げの理由は、訪問介護事業所の収支差率が7.8％と全サービス事業
の平均値（2.4％）より高かったこと。しかし、赤字の事業所が4割近く
（36.7％）を占めており、その一方で、高齢者住宅に併設され、その住宅
内の利用者だけを効率的に訪問することで高収益を挙げている一部の事業
所が全体の収支差率を引き上げている実態も明らかに。こうした事情を
いっさい無視した一律の引き下げに道理はありません。  



訪問介護事業者倒産件数過去最多 2025年

東京商工リサーチは8日、昨年の訪問介護事業者の倒産状況に関する調査レポートを新
たに発表した。倒産件数は91件で、前年から12.3%増加した。介護保険制度が始まった
2000年以降で最も多く、3年連続で過去最多を更新した。基本報酬の引き下げや深刻な

ヘルパー不足、物価高騰に加え、競合他社との競争の激化などが重くのしかかっている
。



そもそも訪問介護の基本報酬は、2000年の制度ス
タート時から3.7％（30分以上1時間未満。身体介護
の場合）も減額されています。

経営難と人手不足の中、
すでに訪問介護事業所が
ゼロになっている市町村
もあります。在宅生活を
支える基本サービスであ
る訪問介護事業所がなく
なっていくことは、政府
が進めている地域包括ケ
アにも逆行するものです。

しんぶん赤旗 2026年2月12日



１４倍～１５倍の求人倍率 
訪問介護員の「絶望的」状況

ヘルパーの有効求人倍率は14倍を超えて高止まりの状態です。

2019年以降
15倍～14倍



訪問介護「虐待」２５年史
2000年11月 生活援助「不適切事例」通知（老振第76号）

2003年5月 通院での「院内介助は院内スタッフ」通知（老振第0508001
号） 通院介助での院内介助否定が横行

2004年8月 登録制ヘルパーへの労基法適用通知（介護報酬改善は無し）

2006年4月 新予防給付 要支援1.2の訪問介護は「月額」報酬

ヘルパーの家事援助が「自立を阻害」と宣伝される

2007年 コムスン事件 給付適正化事業本格化 ローカルルールが蔓延

同居家族が居る場合の生活援助一律排除、散歩介助否定など横行

2008年 ケアプラン点検マニュアル ケアマネ通じたヘルパー締め付け

2012年 生活援助 60分⇒45分 短時間・コマ切れ化に拍車

2015年 総合事業開始 予防訪問介護廃止、無資格者・ボランティア移行

2018年 生活援助利用回数に制限（ケアプランの届出制度化）

一日複数回の生活援助ができなくなる

2021年「区分支給限度基準額の利用割合が７割以上」かつ「利用サービス
のうちの６割以上が訪問介護サービス」のケアプラン届出・検証制度化

2024年 訪問介護報酬引下げ



訪問介護の「危機」の要因
①2000年介護保険スタート時点から「登録
制」を前提とした低介護報酬

⇒コムスン型サービスモデルの急拡大と
終焉（2007年）

②労働基準法適用通知（2004年）後も介護
報酬は改善無し

③一貫している生活援助の軽視・蔑視

④給付抑制のターゲットになり、締め付け
と短時間コマ切れ化を繰り返す

⑤総合事業移行によるサービス対象縮小・
無資格者・ボランティア化



介護保険見直し

何が決まったのか
介護報酬期中改定
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介護保険見直しに関する４つの動き

1．2025（令和7）年度補正予算にもとづく補助金
①介護分野における物価上昇・賃上げ等に対する支援

2025年12月～2026年５月の賃上げ相当額を支給

②介護事業所等に対するサービス継続支援事業

移動経費、設備・備品の購入費用等に対する補助

③介護施設等に対するサービス継続支援事業

食料品等の購入費等に対する補助

２．2026（令和8年）度介護報酬改定

2026年1月16日社会保障審議会介護給付費分科会諮問・答申 2026年6月改定実施

期中改定 改定率＋２.０３％（処遇改善分＋１.９５％、基準費用額（食費）の引上げ分＋０.０９％）

３．2027（令和9）年度制度見直し

2027年度（第10期事業計画期間）実施 2026年特別国会で法改正

４．2027（令和9）年度介護報酬改定

介護事業経営実態調査実施

2026年末までに検討 2027年1月 諮問・答申 2027年度予算⇒2027年度改定
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深刻さを増す人手不足 
―現在も・将来も

介護現場の人手不足は、年々深刻さを増しています。募集しても応募がいっさいな

い事態が各地で常態化しており、一人夜勤などの問題も解消されていません。2023

年の介護従事者数は、介護保険創設以来はじめて前年を下回りました。

▲2.8万人



2024年10月1日時点の全国の介護職員数は212万6227人。前年と比べて、たった

487人の増加。介護職員は2022年215.4万人をピークに頭打ち？！



2022年度 介護職員数 2,154,498人

必要数 介護職員数 充足率

2026年度 2,402,433人 2,180,120人 90.7％

2040年度 2,722,313人 2,106,023人 77.4％



社保審－介護給付費分科会第247回（R7.9.5)介護人材確保に向けた処遇改善等の課題資料２

8.3万円の
格差



第２１９回国会における高市内閣総理大臣所信表明演説

国民の皆様のいのちを守り、安心して必要
なサービスを受けていただくためにも、赤字
に苦しむ医療機関や介護施設への対応は
待ったなしです。診療報酬・介護報酬につ
いては、賃上げ・物価高を適切に反映させ

ていきますが、報酬改定の時期を待た
ず、経営の改善及び従業者の処遇改
善につながる補助金を措置して、効果
を前倒しします。







25年度補正予算⇒26年度報酬改定
25年度補正予算12月16日成立
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業

①介護従事者に対する幅広い賃上げ支援月１．０万円

②協働化等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ月０．５万円

③職場環境改善の支援 人件費に充てた場合、介護職員月０．４万円の賃上げに相当

合計で最大月１．９万円の賃上げ

対象期間:2025年12月～2026年５月の賃上げ相当額を支給

国庫補助率：10／10 国費 1,920億円

たった月1万円～1.9万円賃上げ 焼け石に水

26年度介護報酬改定 12月24日 26年度予算に関する大臣折衝

改定率 ＋２.０３％ 国費 ＋518億円 （国の負担は1／４）
①介護分野の職員の処遇改善 ＋１.９５％（2026年６月施行）

・介護従事者を対象に、幅広く月１.０万円（３.３％）の賃上げを実現する措置

・生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月０.７万円（２.４％）の上乗せ

措置 ※合計で、介護職員について最大月１.９万円（６.３％）の賃上げ（定期昇給0.2万円

込み）が実現する措置

②食費の基準費用額の引上げ ＋０.０９％（2026年８月施行）・1日当たり100円引上げ











これから
何が起きるのか

3大改悪の現局面と高市政権



介護保険見直し
当初のスケジュール

2025年12月 結論
2026年 国会で法改正

詳細検討・施行準備

2027年4月 実施（第10期介護保

険事業計画スタート）

介護保険３大改悪とは



介護保険３大改悪 2025年末の局面
（2025年12月24日 大臣折衝事項、12月25日 介護保険部会「意見」）

項 目 内 容

利用料２割負
担の対象拡大 

第 10期介護保険事業計画開始
（2027年度）の前までに結論を得
る

ケアマネジメ
ントの有料化

住宅型有料老人ホームの入居者に
係る新たな相談支援の類型を設け
た上で利用者負担を導入する

要介護1、2の
生活援助等の
総 合 事 業 移
行・保険給付
外し

引き続き、包括的な検討を行う
（介護保険部会「意見」）

不断の見直しに向けた検討を行う
（大臣折衝事項）

評 価

2025年末結論は先送りさ
れたが、2027年度実施に
向けて検討
※負担増上限の経過措置
など「配慮措置」案検討
※申告制による預貯金要
件の導入狙う
・居宅介護支援の有料化
は見送り
・ケアマネジメント有料
化の第1歩
・今回は見送り
※「中山間・人口減少地
域」について、基準緩
和・包括報酬導入ととも
に新たな地域支援事業実
施を検討（第２の総合事
業の危険性あり）



介護保険の利用者負担
現行は大半が1割負担
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負 担
割合

所得等の基準 要介護認定
者に占める
割合

1割負
担

本人の合計所得金額が160万円未満
年金収入＋その他合計所得金額280万円未満

91.1％

２割負
担

本人の合計所得
金額が 160万円
以上 220万円未
満

年金収入＋その他合計所得金

額280万円以上（単身世帯
の場合。夫婦世帯の場合346
万円以上）」

4.7％

３割負
担

本人の合計所得
金額が 220万円
以上

年金収入＋その他合計所得金

額340万円以上（単身世帯
の場合。夫婦世帯の場合463
万円以上）

4.2％

２割負担対象者及び３割負担対象の利用者割合は「介護保険事業状況報告（令和7年6月月報）」から
厚生労働省が計算したもの



合計所得金額
（調整後）

年金収入額

介護保険
負担割合

後期高齢者医
療負担割合

80万円

200万円

160万円

280万円

220万円

340万円 383万円

後期高齢２割

介護保険２割 介護保険３割

後期高齢３割

155万円

住民税課税

合計所得金額、年金収入額と負担割合（イメージ）



社会保障審議会介護保険部会（第130回）令和７年12月１日資料１



狙われる改悪案
強行されれば 2027年8月or10月実施

〇年金230万円以上を2割負担に

〇経過措置として負担増上限を月
7000円に抑える⇒2028年までの1年限り？

〇預貯金等が一定額（300万円？）未満

の者は申請により１割負担に戻す

これは「配慮」ではない。
重大な狙いがある！



「所得だけでなく預貯金等も勘案すべき」
と言うが、実際に預貯金反映することは困難

〇自治体は、所得（収入）は把握できている（税情
報）市町村は固定資産も把握できている（税情報）

〇金融資産（現金、預貯金、有価証券など）は把握で
きていない

※預貯金を利用者負担に反映させようとすれば、

・全高齢者の預貯金口座にマイナンバーを紐づけ

・法改正、システム整備により市町村の介護保険担当
課が預貯金等情報を把握できる体制構築が必要

⇒金融資産反映の仕組みは何年もかかる



現時点で預貯金等を把握できる唯

一の方法 ⇒申告させること
介護保険施設利用者の食費・部屋代自己負担

⇒申請により住民税非課税世帯は「補足給付」で軽
減される

⇒2015年8月から、資産要件追加（預貯金1000万円
以下。現在は所得段階によっては預貯金500万円以
下）

申請には

①預貯金通帳写し等を添付した「申告書」

②金融機関等調査の「同意書」

※虚偽申告の場合は、ペナルティ「３倍返し」！
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近い将来 原則2割負担化へ

〇まず全員（または住民税非課税世
帯以外全員）「２割負担」へ
〇「預貯金等〇〇円以下は１割に戻
す」⇒申告してください
・この方法ならば、全員２割負担化
することも可能
・金融資産も把握できる

※一石二鳥の仕組み



1割負担⇒2割負担 月23,689円⇒47,373円

全日本民医連 厚生労働記者会発表資料 2025/12/26

月 23,689円 ⇒ 47,373円



利用者負担段階区分 負担（月）

課税所得690万円（年収約1,160万円）以上 140,100円

課税所得380万円（年収約770万円）～課税所
得690万円（年収約1,160万円）未満

93,000円

市町村民税課税～課税所得380万円（年収約
770万円）未満

44,400円

市民税非課税世帯 24,600円

市民税非課税世帯 で公的年金等収入額と合計
所得金額の合計が80万円以下

15,000円

・生活保護（ただし、生活保護費から給付）

15,000円 

高額介護サービス費の負担上限額



利用料２割負担がもたらす危険

①施設入所や在宅サービス利用の継続に深刻な困難が生じ
施設退所、利用中止・利用回数削減などが出現する

利用者の身体的・精神的状態の悪化、家族の介護負担・
経済負担増などにより、放置・虐待など重大な事態につな
がる

②現時点で「負担可能」でも、加齢とともサービスを増や
したり、施設に入所することになった場合、利用料負担が
できるのか将来に強い不安

③利用料が２割になっても、「施設を退所できない」「在
宅サービスの利用を減らせない」方が相当数おり、本人・
家族の生活を切り詰めることで利用料を捻出し、入所・利
用を継続せざるを得ない。利用サービスの増減などの外見
では測れない、「顕在化しない困難」が広がる



社会保障審議会介護保険部会（第133回）2025年12月25日参考資料
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ケアマネジメント一部有料化の危険

①介護保険のケアマネジメントは、介護サービス利用の「入
口」であり「前提」でもある。これに利用者負担を導入する
ことは、利用そのものを制約することにつながる。

②ケアマネジャーは利用者の生活全般を支援する役割も事実
上担っている。有料化は利用者との関係構築に困難を持ち込
みケアマネジャーの支援の変質につながる。

③住宅型有料老人ホーム入居者に限定して有料化するが、次
回以降の見直しで居宅介護支援本体に有料化が拡大される一
歩になりかねない。

④住宅型有料老人ホーム入居者が居宅介護支援事業所から切
り離され新たな類型のケアマネジメント事業者に移行するが、
新たな負担増とともに、囲い込みが促進されかねない。一方
で行政から管理統制が強化されるなど新たな問題を生み出す。



中山間・人口減少地域の介護サービスに、基準緩和・月単
位報酬・地域支援事業化 導入
中山間・人口減少地域における柔軟な対応等

○特例介護サービスの枠組みの拡張

・中山間・人口減少地域において、職員の賃金の改善に向けた取組、
ICT機器の活用や、サービス・事業所間の連携等を前提に、職員の負担
への配慮やサービスの質の確保の観点も踏まえ、管理者や専門職の常
勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行うため、特例介護サービスに新た
な類型を設ける（施設サービスや特定施設入居者生活介護も対象）

○地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み

・特例介護サービスの新たな類型の枠組みにおいて、例えば訪問介護に
ついて、現行のサービス提供回数に応じた出来高報酬と別途、包括的な
評価（月単位の定額払い）を選択可能とする 

○介護サービスを事業として実施する仕組み

・中山間・人口減少地域における柔軟なサービス基盤の維持・確保の選
択肢の一つとして、給付の仕組みに代えて、市町村が関与する事業（地
域支援事業の一類型）により、給付と同様に介護保険財源を活用し、事
業者がサービス提供を可能とする仕組みを設ける

社会保障審議会介護保険部会（第133回）令和７年12月25日資料２
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第2の総合事業化の危険性？

■特例介護サービスの新類型

・管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等

・月単位の定額払いも可

・地域支援事業の一類型も可

※規制改革推進会議「強い経済の実現」に向けた施策な
どを柱とする中間答申 （2月26日）

大都市部や一般市でも既にサービスの提供が困難な地域があると
指摘。「特例介護サービス」の新たな類型の適用範囲について、対
象を中山間・人口減少地域に「過度に限定しないこと」や、決定プ
ロセスで市町村の意向を十分に反映することなどを要請

要介護１，２ の訪問介護・通所介護にとどまらず、施
設サービスを含む全サービスを地域支援事業化するこ
とも可能に



総合事業の狙い
介護保険の縮小・再編

「軽度者」給付の切り捨てによる介護費用削減

〇保険給付（保険本体）から地域支援事業（保
険のおまけ）への移行

〇総合事業費の「上限」を設定

総合事業の上限については、その市町村の「７５歳以
上高齢者数の伸び以下」の増加率しか認めない
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要支援１，２は手始め、

本命は要介護１．２の移行



2月12日 厚生労働省要請での回答

中央社保協 要請事項 厚生労働省老健局口頭回答 メモ
1. 介護保険の利用に困難を
もたらす
利用料２割負担の対象拡大、
ケアプランの有料化、
要介護１、２の保険給付は
ずし（総合事業への移行）
などの見直しを行わないこと

■２割負担の対象拡大
・介護保険部会意見で継続検討となった。第10期
開始（令和9年度）前までに結論得られるよう議論
を進める
■ケアプランの有料化
・介護保険部会で複数のパターンを検討し、意見
書では、新たに登録制の対象となる有料老人
ホーム入居者対象の新たな類型を創出し利用者
負担を導入することとされた。 囲い込みを指摘さ
れているので解決に資するよう検討する。利用者
負担の導入にあたっては、経済的に厳しい人へ
の配慮を行うなど、影響は十分に配慮する。必要
な法改正に向けて検討する
■要介護１、２の総合事業への移行
・介護保険部会では、様々な意見があり、「引き続
き包括的に検討」とされたので、今後も丁寧に検
討する



中央社保協 質問事項 厚生労働省老健局口頭回答メモ
①「一定以上所得」の判断基準の見直し、及び 
「当分の間、新たに負担増になる者に、負担増加
の上限（月7000円）を設定」「預貯金等が一定額
以下の者は申請により1割負担に戻す」配慮措置

は、それぞれ介護保険法の改正事項となるか

・令和9年度前に結論を得ることになっている。

・現時点では決まっていない

②負担増加の上限月額7000円の根拠は何か ・22000円の約3分の1。 後期高齢者医療の2割
負担導入時の経過措置（3分の1）を前例とした

③負担上限額を設けることは「当分の間」と記載
されているが、どの程度の期間が想定されている
のか（2023年12月の財務・厚労大臣折衝の合意
では、負担上限額の在り方について「2028年度

までに、必要な見直しの検討を行う」とされている
が、その見込みでよいか）

・現時点では決まっていない

④「高齢者の生活実態や生活への影響等」につ
いて、厚生労働省として、今後どのような方法・内
容で把握し、審議会に示す予定か

・現時点では決まっていない

⑤「一定以上所得」の判断基準について、第10期
介護保険事業計画期間の開始（令和9年度～）の

前までに結論を得ることが適当」とされているが、
今後どのようなスケジュールで検討されていくか

・現時点では決まっていない

2割負担の対象拡大問題
2月12日 質問事項への厚生労働省回答



第221回国会（特別会）
内閣提出予定法律案等件名・要旨

（２月１９日現在内閣官房）

厚労関係は４本、医療や介護、国保をめぐり重要法案が予定。

■健康保険法等の一部改正

・一部保険外併用療養（仮称）の創設（OTC類似薬追加負担のこと）や、

国保の子ども均等割り軽減の拡充、後期高齢者の保険料に金融所
得勘案など

■社会福祉法等の一部改正

・介護では人口減少地域等の特例介護サービス類型新設、ケアマネ
の更新制廃止など





質問事項 口頭回答メモ
介護保険法等
の改正事項とし
て、現在予定さ
れているものは
何か

・生産性向上の法改正事項は、協同化・経営改善支援に
ついて、 国・都道府県の支援明確化することを検討
・有料老人ホームの法改正事項は、選択の透明性の向上
入居者保護のため、中重度を入居者対象とするホームの
事前登録制、説明事項交付の義務化
・中山間減少地域を対象に、特例居宅介護サービスの
新たな類型サービスを創出し、市町村事業として実施でき
るよう改正。 夜間対応訪問介護は廃止し定期巡回随時
対応型訪問介護看護に統合。
・地域包括ケアシステム深化推進のため、多機能拠点とし
て位置づける
・相談支援については、登録制導入の住宅型有料ホーム
に新たな相談支援の類型を創出
・身寄りのない高齢者支援について、地域包括支援セン
ターの業務として明確化
・ケアマネ更新制を廃止
・国保連の業務の拡充 補助金の支払い事務 都道府県
介護報酬に関連する補助金支払い事務を委託可能に

介護保険法等の改正事項
2月12日 中央社保協 質問事項への厚生労働省回答



3大改悪問題の現局面

①2割負担の対象拡大

27年度実施に向けて、26年末までに「結論」、27
年通常国会で法改正？預貯金勘案導入狙う

②ケアマネジメント有料化

居宅介護支援の有料化は先送り、有料老人ホー
ム入居者対象のケアマネジメントに有料化導入。
法改正予定、詳細は介護給付費分科会で検討

③要介護１，２の保険外し・総合事業移行

先送り。新たな類型の特例サービスで基準緩和・
月額報酬・地域支援事業移行可能に。法改正予定、
具体的内容は今後検討



国保料：
大阪府統一で全国一高い

介護保険料
都道府県平均で全国一高い
全国1位 大阪市
全国2位 守口市
全国3位 門真市
全国5位 松原市

社会保険制度
・年金、医療、失業、労災、介護
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全国一高い介護保険料・国保料
の大阪府知事が言う資格なし！



自由民主党・日本維新の会連立政権合意書2025年10月20日

（社会保障部分）

▽ 「OTC類似薬」を含む薬剤自己負担の見直し、金融所得の反
映などの応能負担の徹底など、25年通常国会で締結したいわゆ
る「医療法に関する3党合意書」および「骨太方針に関する3党合
意書」に記載されている医療制度改革の具体的な制度設計を25

年度中に実現しつつ、社会保障全体の改革を推進するこ
とで、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げて
いくことを目指す。

▽ 社会保障関係費の急激な増加に対する危機感と、現役世代
を中心とした過度な負担上昇に対する問題意識を共有し、この
現状を打破するための抜本的な改革を目指して、25年通常国会

より実施されている社会保障改革に関する合意を引き継ぎ、社
会保障改革に関する両党の協議体を定期開催するものとする。
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自由民主党・日本維新の会連立政権合意書2025年10月20日

▽ 25年度中に、以下を含む社会保障改革項目に関する具体的な骨子につ
いて合意し、26年度中に具体的な制度設計を行い、順次実行する。

（1）保険財政健全化策推進（インフレ下での医療給付費の在り方と、現役世
代の保険料負担抑制との整合性を図るための制度的対応）

（2）医療介護分野における保険者の権限および機能の強化並びに都道府県

の役割強化（①保険者の再編統合②医療介護保険システムの全国統合プラ
ットフォームの構築③介護保険サービスにかかる基盤整備の責任主体を都
道府県とするなど）

（3）病院機能の強化、創薬機能の強化、患者の声の反映およびデータに基づ
く制度設計を実現するための中央社会保険医療協議会の改革

（4）医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の実現

（5）年齢にかかわらず働き続けることが可能な社会を実現するための「高齢
者」の定義見直し

（6）人口減少下でも地方の医療介護サービスが持続的に提供されるための
制度設計

（以下略）
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総選挙後の日本と介護
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高市政権の政策方向

〇「責任ある積極財
政」

消費税食品ゼロ、社
会保障改革国民会議

〇安全保障政策の抜
本的強化

〇憲法改正

〇その他



総選挙後の日本と介護
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高市内閣総理大臣施政方針演説2026年2月20日

61

人口減少・少子高齢化においては、社会保障制度における給付
と負担の在り方や所得再分配機能について、国民的議論が必要で
す。国民会議において、与野党の垣根を越え、有識者の叡智（えい
ち）も集めて議論し、結論を得ていきます。

また、データヘルスや保険者機能の強化、健康経営に取り組む
地域企業への支援、がん検診・歯科健診の推進を通じ、「攻めの予
防医療」を具体化させます。健康寿命の延伸を図ることで、皆が元
気に活躍し、社会保障制度を含めた社会の支え手となっていただ
けるようにします。

国力、そして社会経済の活力を維持するためには、生産性向上
の効果を加味した上で、将来必要となる労働力人口の規模を考え
る必要があります。少子化傾向の反転、労働参加率向上、外国人
の法令に則った厳正かつ適正な就業などを踏まえ、腰を据えて検
討してまいります。



施政方針演説に対する質疑答弁

62

高市首相

「介護人材の確保に向けて処遇改善は重要」

今年度の補正予算、来年度の介護報酬の臨
時改定で最大1.9万円の賃上げを実施すること

などを紹介し、「他の職種と遜色ない処遇改善
に向けて取り組んでいく」と述べた。

2027年度に控える報酬改定で講じる施策には

触れず、「介護報酬の抜本的な引き上げ」の必
要性にも言及しなかった。



「社会保障国民会議」2月26日第1回

１ 趣旨

これまでの政党間での協議を尊重しつつ、国民の受益と負担に深く関わる「
給付付き税額控除」や「食料品の消費税率ゼロ」を含めた「社会保障と税の一
体改革」について、国民の皆様にも見える形で、丁寧かつスピード感をもって
検討を進めるため、「国民会議」を設置。政府と、消費税が社会保障の貴重な
財源であるとの認識を有し、給付付き税額控除の実現に取り組む政党が、共
同で開催。

４ 議論の進め方など

○ まずは「給付付き税額控除」と「食料品の消費税率ゼロ」を同時並行的に議
論を進め※、その両者について、Ｒ８年夏前を目途に中間とりまとめを行う＊。

※給付付き税額控除の制度設計に関連する社会保障制度の議論は並行し
て実施。

＊ 骨太の方針に反映の上、制度を閣議決定し、一定の準備期間を経て実施
に移すために必要となる法案を提出することを想定。

○ その上で、給付付き税額控除の議論を進める過程で明らかとなった社会保
障制度の課題等について、改めて調整の上、協議を継続する。
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社会保障改革
基本的考え方（社会保障改革推進法第２条）

①自助、共助及び公助、家族相互及び国民相互の
助け合いの仕組みを通じて支援

②税や保険料納付者の立場に立って負担の増大
抑制

③社会保険制度を基本とし、国・自治体負担は社
会保険料負担の適正化に充てる

④社会保障の主要な財源は消費税

社会保障・税一体改革 2012～2019年

税制改革（消費税５⇒10％）



社会保障税一体改革の経過
2012年 ２月 社会保障・税一体改革大綱閣議決定

６月民主・自民・公明３党合意

８月 消費税増税法可決

社会保障改革推進法可決

2013年 8月 社会保障制度改革国民会議報告書

12月 社会保障改革プログラム法成立

２０１４年 ４月 消費税５％⇒８％へ

６月 医療介護総合確保推進法成立

２０１５年 ６月 医療保険制度改革法成立

２０１７年 ５月 地域包括ケアシステム強化法成立

２０１９年 １０月 消費税８％⇒１０％

介護
・負担増（2割・3割負担導入）
・要支援外し（総合事業）
・報酬切り下げ
医療
・病床削減（地域医療計画）
・国保広域化（都道府県化）
・患者負担増、報酬切り下げ



新たな「社会保障税一体改革」の危険性

①消費税の一部（飲食料品）の2年限定税率ゼ
ロの財源（約5兆円）確保のための社会保障費
削減

②現役世代の社会保険料負担抑制のための社
会保障費削減（新たな医療・介護の負担増と切
り捨て）

③「給付つき税額控除」とセットでの社会保障削
減と再編成

④消費税率の再引き上げ
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「介護保険制度の概要」令和７年７月厚生労働省老健局



介護保険給付費の「財政規模」
全国 介護保険給付費 総額 約13.2兆円（2025年度）

2026年度政府予算案

国庫負担額 ３兆1,507億円 ・・・・・Ａ
内訳 給付費負担金  2 兆 4,736 億円 ＋ 給付費財政調整交付金 6,771 億円

2026年度予算案一般会計歳出総額１２２兆3,092億円・・Ｂ
介護給付への国庫負担額の政府一般会計歳出に占める割合

Ａ／Ｂ ＝ ２.57％

介護給付への国庫負担の伸び率（当初予算比較）
2025年度予算 2026年度予算案 増加額 （率）

3兆1,002億円 ⇒ 3兆1,507億円 ＋505億円（1.62％増）

※一般会計歳出総額は

115兆5,415億円 ⇒ 122兆3,092億円 （5.86％増）





高市政権の軍拡・戦争国家づくり
〇安保関係3文書改定（26年中）

GDP3.5％ 20兆円を超える軍事費へ

〇武器輸出（防衛装備品5類型撤廃）

軍需産業育成・継戦能力向上

〇非核三原則見直し（核兵器持ち込み）

〇原子力潜水艦の保有検討

〇国家情報局設置、スパイ防止法

〇憲法改正 ・・・・・

・高物価に追いつかない賃金
・目減りする年金
・医療の負担増、経営危機
・医療介護の担い手不足
・老後不安
・食糧危機、エネルギー危機

国民生活と社会保障の危機



ミサイルでなくケアへ 政治の転換を

ご清聴ありがとう
ございました
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